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令和３年度版 

京都市白川児童館評価結果 

 

 

Ⅰ．リーダーシップと意思決定 

１ 事業所が目指していることの実現に向けて一丸となっている 

 1  事業所が目指していること（理念、基本方針）を明確化・周知している 

 

1. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）を明示している 〇 

2. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、職員の理解が

深まるような取り組みを行っている 
〇 

3. 事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針など）について、利用者本人や

家族等の理解が深まるような取り組みを行っている 
〇 

2 経営層（運営管理者含む）は自らの役割と責任を職員に対して表明し、事業所をリードしている 

 

1. 経営層は、自らの役割と責任を表明し、職員に伝えている 〇 

2. 経営層は、経営の改善、児童館活動の質の向上などに向けて取り組むべき方向性を提示

し、指導力を発揮している 
〇 

【講評】 

法人は基本構想と児童館担当部の事業計画を明示して、実現に向けた取組みを行っています 
 

① 法人は「京都市の社協基本構想」を掲げ、住民主体の地域福祉活動の発展と地域共生社会の実現を唱っていま

す。このことを法人のホームページ、広報誌、パンフレット、などの媒体により広く公表し、利用者への周知を

図っています。児童館職員に対しては、その理解を深めるための研修を行い、目指す姿の実現のために自館の業

務の中で何をするのかについて具体例を挙げながら話し合う機会を持ちました。児童館事業部としての事業計画

を定めています。ホームページ等で公表するほか、各児童館の事業計画立案の基礎になっています。 

② 経営層は、業務権限や責任所在に関する「専決規程」を定めて自らの役割と責任の所在を明示しています。 

③ 同じ行政区の法人所管児童館の館長によるグループ制を導入しています。各グループに部長を配置し、グルー

プの統括、グループ館長会をスムーズに行う運用としています。このことにより、法人の意向や必要な事務連絡、

各館の情報交換が円滑に行われるようになっています。 
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Ⅱ．経営における社会的責任 

１ 社会人・福祉サービス事業者として守るべきことを明確にし、その達成に取り組んでいる 

 1  社会人・福祉サービスに従事する者として守るべき法・規範・倫理などを周知している 

 

1. 福祉サービスに従事する者として、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などを

明示している 
〇 

2. 全職員に対して、守るべき法・規範・倫理（個人の尊厳）などの理解が深まるよう

に取り組んでいる 
〇 

3. 事業所のコンプライアンスや社会的責任を明確にして、職員保護や法令遵守に対す

る取り組みをおこなっている 
〇 

2 第三者による評価の結果公表、情報開示などにより、地域社会に対し、透明性の高い組織となっている 

 

1. 第三者による評価の結果公表、情報開示など外部の導入を図り、開かれた組織とな

るように取り組んでいる 
〇 

2. 透明性を高めるために、地域の人の目にふれやすい方法（事業者便り・会報など）

で地域社会に事業所に関する情報を開示している 
〇 

２ 地域の福祉に役立つ取り組みを行っている 

 1  事業所の機能や福祉の専門性を生かした取り組みがある 

 

1. 利用者と地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っている 〇 

2. 事業所の機能や専門性は、利用者に支障のない範囲で地域の人に還元している（施

設・備品等の開放、個別相談など） 
〇 

3. 地域の人や関係機関を対象に、事業所の機能や専門性を生かした企画・啓発活動

（研修会の開催、講師派遣など）を行っている 
〇 

2  ボランティア受け入れに関する基本姿勢を明確にし、体制を確立している 

 

1. ボランティアの受け入れに対する基本姿勢を明示している 〇 

2. ボランティアの受け入れ体制を整備している（担当者の配置、手引き書の作成な

ど） 
〇 

3  地域の関係機関との連携を図っている 

 

1. 事業所として必要な関係機関との連携が、適切に行われている 〇 

2. 地域ネットワーク内での共通課題について、協働して取り組めるような体制を整え

ている 
〇 

【講評】 

地域の福祉を担う法人として、児童館も社会的責任を果たす事業に取組んでいます 
 

① 職員の心得やサービス姿勢を「信条」に明示しています。「職場倫理マニュアル」の策定、「職場倫理チェッ

クシート」を作成し、各館が活用することで倫理意識の維持・向上に努めています。管理職対象のハラスメント

研修、職員全体に「障害者差別解消法」研修を行う等、職員保護や法令遵守の推進を図っています。例えばハラ

スメント対応については、職員の職種に関わらず、採用時に法人の「ハラスメント防止に関する要綱」を明示し

て職員に周知しています。 

② 「事業報告書」「情報公開規程」「第三者評価受審結果」等必要な情報開示を行っています。また、所管児童

館共通で実施する「利用者共通アンケート」の結果を「児童館だより」等に掲載し公表しています。 

③ 法人は地域公益活動を最重要事項の一つとしています。各児童館では、他施設との交流、地域の方々にも参画

してもらう「児童館まつり」の開催、児童館運営協力会を組織し実施するなど、地域への働きかけを積極的に行

う姿勢です。 

④ 各館におけるボランティアの積極的な受け入れも進めています。その際の「ボランティアの手引き」もひな形

を示しています。倫理面、個人情報保護等については、準職員やボランティアにも職員同様に適用することを伝

えています。 

⑤ 京都市地域子育て支援ステーション事業の基幹ステーションとして、地域の子育てに関わる関係機関や団体の

中核として、子どもに関わる情報交換や会議、研修、子育て家庭に向けた事業を実施しています。 
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Ⅲ．利用者意向や地域・事業環境の把握と活用 

１ 利用者意向や地域・事業環境に関する情報を収集・活用している 

 1 利用者一人ひとりの意向（意見・要望・苦情）を多様な方法で把握し、迅速に対応している（苦情解決

制度を含む） 

 

1. 苦情解決制度を利用できることや事業者以外の相談先を遠慮なく利用できることを、利

用者に伝えている 
〇 

2. 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している 〇 

3. 利用者一人ひとりの意見・要望・苦情に対して組織的に解決に取り組んでいる 〇 

2 利用者意向の集約・分析とサービス向上への活用に取り組んでいる 

 

1. 利用者アンケートなど、事業所側からの働きかけにより利用者の意向を把握することに

取り組んでいる 
〇 

2. 利用者の意向をサービス向上につなげることに取り組んでいる 〇 

3 地域・事業環境に関する情報を収集し、状況を把握・分析している 

 
1. 地域の福祉ニーズの収集（地域での聞き取り、地域懇談会など）に取り組んでいる 〇 

2. 福祉事業全体の動向（行政や業界などの動き）の収集に取り組んでいる 〇 

【講評】 

苦情解決制度や利用者アンケートなどの方法でニーズや要望を把握し、サービス向上に繋げています 

 
① 「苦情解決規則」を整備しています。これに基づいて第三者委員会を設置するとともに、児童館には苦情申出

窓口を設置し、利用者の意見の受け止めに努めています。苦情解決制度の案内は館内に掲示して利用者への周知

を図っています。日常的に職員が意見や要望を聞いたときは、施設長に報告して速やかな解決に努め、必要に応

じてと法人と共有して対応を図ります。 

② 毎年「利用者共通アンケート」を実施して、利用者の意向を児童館の事業計画や運営改善に活かしています。

アンケートは法人本部で集約し、質問内容は定期的に刷新したり、表現の変更を行ったりしています。また、ア

ンケート結果を児童館に掲示したり、児童館だよりに掲載したりして利用者や地域住民に公表し、透明性の確保

とサービス内容の向上に努めています。 

③ 放課後児童クラブでは、保護者懇談会や個人面談を実施して個別的な要望や意向を把握しています。また、日

常の会話や連絡帳を通して児童館と家庭の共通認識が図られるように努めています。子どもの意見の尊重や子ど

もの主体的な活動を促す取組みとして、児童館ごとに子ども会議等を実施したり、意見箱を設置したりしていま

す。子どもが意見を出し合って、活動の内容を決めたり、購入する物を決めたりしています。 

④ 他団体が委託を受けている「中三学習会」や地域の実行委員会が開設している「子ども食堂」に施設提供や職

員派遣を行い、地域への公益的役割を果たすことができています。 
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Ⅳ．計画の策定と着実な実行 

１ 実践的な課題・計画策定に取り組んでいる 

 1 取り組み期間に応じた課題・計画を策定している 

 

1. 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている 〇 

2. 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている 〇 

3. 単年度の計画は、担当者・スケジュールの設定などを行い、計画的に取り組んでいる 〇 

2 多角的な視点から課題を把握し、計画を策定している 

 

1. 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われている 〇 

2. 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しについて職員が理解している 〇 

3. 事業計画は、サービスの現状（利用者意向、地域の福祉ニーズや事業環境など）を踏ま

えて策定している 
〇 

4. 事業計画は、利用者に周知され、理解を促している 〇 

3 着実な計画の実行に取り組んでいる 

 
1. 計画推進の方法（体制、職員の役割や活動内容など）を明示している 〇 

2. 計画推進にあたり、目指す目標と達成度合いを測る指標を明示している 〇 

２ 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる 

 1 利用者の安全の確保・向上に計画的に取り組んでいる 

 

1. リスクマネジメント体制を構築し、事故、感染症、侵入、火災、自然災害などの事例の

収集と要因分析と対応策の検討・実施が行われている 
〇 

2. 事故、感染症、侵入、火災、自然災害などの発生時でもサービス提供が継続できるよ

う、職員、利用者、関係機関などに具体的な活動内容が伝わっている 
〇 

3. 子どもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにしている 〇 

4. 子どものケガや病気の応急処置の方法について、研修や訓練に参加している 〇 

【講評】 

社協基本構想を基礎にマニュアルや事業計画が策定され、計画的な運営が行われています 
 

① 「京都市の社協基本構想」で今後５年間の児童館の中期計画を示しており、自治体の方針や社会状況に照らし

て時宜に応じた変更などを検討するようになっています。各児童館の単年度の事業計画もこの中期計画を基準に

して策定しています。各児童館では、年度末に児童館事業、放課後児童クラブ事業別に年間活動報告を作成して

課題を明確にするとともに、次年度の計画策定時に生かしています。 

② 所管各館で運用している日誌システムは、共有データとして全職員が閲覧できるようになっており、事業計画

の実施状況を把握、共有できる仕組みです。また、事業評価や見直しは事業計画の策定とセットで全職員が関わ

って行います。職員が意見を出し合い、共通の認識の上で、内容の充実や新しい取組みの計画が行われます。 

③ 法人独自に「事故防止マニュアル」「緊急時の対応に関するマニュアル」「感染症予防対策のためのマニュア

ル」等、各種危機管理のマニュアルを整備しています。また、定期的な避難・消火訓練や「ヒヤリハット」の報

告等、具体的な利用者の安全対策を講じています。併せて、各館の立地条件にあった「防災マニュアル」を作成

するなど、安全な児童館運営のための取組みが計画的に行われています。 

④ 所管各館で利用児童の特性に応じて、遊具の使用方法や遊ぶ際の決まりなどを工夫しながら示して、安全に遊

ぶことができる環境づくりに努めています。同時に、職員は子どもの主体性を損なうことがないように、子ども

のやりたいことを吸い上げ、できるだけ実現できるようにすることを念頭に、子どもの支援を行っています。 
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Ⅴ．職員と組織の能力向上 

１  事業所が目指している経営・サービスを実現する人材の確保・育成に取り組んでいる 

 1  事業所にとって必要な人材構成にしている 

 

1. 事業所の人事制度に関する方針（期待する職員像、職員育成・評価の考え方）を明示し

ている 
〇 

2. 採用に対する明確な基準を設けている 〇 

2  職員の質の向上に取り組んでいる 

 

1. 職員一人ひとりの能力向上に関する希望を把握している 〇 

2. 事業所の人材育成計画と職員一人ひとりの意向に基づき、個人別の育成（研修）計画を

策定している 
〇 

3. 職員一人ひとりの個人別の育成（研修）計画に基づいて、必要な支援をしている 〇 

２ 職員一人ひとりと組織力の発揮に取り組んでいる 

 1 職員一人ひとりの主体的な判断・行動と組織としての学びに取り組んでいる 

 
1. 職員の判断で実施可能な範囲と、それを超えた場合の対応方法を明示している 〇 

2. 職員一人ひとりの研修成果を、レポートや発表等で共有化に取り組んでいる 〇 

2  職員のやる気向上に取り組んでいる 

 

1. 事業所の特性を踏まえ、職員の育成・評価・報酬（賃金、昇進・昇格、賞賛など）が連

動した人材マネジメントを行っている 
〇 

2. 就業状況（勤務時間や休暇取得、疲労・ストレスなど）を把握し、改善に取り組んでい

る 
〇 

【講評】 

採用・評価・研修受講の仕組みを整え、人材確保と育成を進めています 
 

① 職員採用は、透明性確保のために公募による採用試験を行っています。試験は筆記、小論文、実地試験などを

行っており、基準が明確な評定表に基づいて可否判断がされる仕組みを確立しています。 

② 各館で定期的に館長による職員面談を行い、職員一人ひとりから職務への希望、課題、資質向上への意向など

を聞き取り、人員配置や人材育成計画等の参考としています。 

③ 法人独自の人事考課制度とＯＪＴの導入により、各館職員の資質・専門性の評価の明確化と効果性の向上を図

っています。法人では考課者の資質が重要であることを館長に伝え、館長はその責任を果たすべく、職員ヒアリ

ングに臨んでいます。また、この人事考課は児童館長への昇格に考慮されます。 

④ すべての職員に「報・連・相」を徹底するよう心がけています。 

⑤ 各館では職員一人ひとりの研修受講状況を管理するとともに、人材育成の課題や目標を立てています。これに

加えて、職員自身の意向も加味し各館の資質向上を図っています。研修終了後はレポートの提出が義務付けられ

ており、伝達研修により研修内容の全体化と定着化を進めています。また、新たな採用職員、1年目の職員や初

異動の職員は、実務の中で学びを得てもらうため、ＯＪＴ制度を導入してサポートしています。 
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Ⅵ．サービス提供のプロセス 

１ サービス情報の提供 

 1  利用者や地域住民に対してサービスの情報を提供している 

 

1. 利用者や地域住民が入手できる媒体で、事業所の情報を提供している 〇 

2. 利用者や地域住民の特性を考慮し、提供する情報の表記や内容をわかりやすいものに

している 
〇 

3. 事業所の情報を、行政や関係機関等に提供している 〇 

4. 事業所の利用促進につながるように創意ある広報活動がおこなわれている 〇 

【講評】 

地域と連携した児童館活動の周知・広報に努めています。 
 

① 児童館便りは近隣小学校での全校配布を通して、小学生の全家庭へ周知している他、中学校には副校長に

直接手渡して情報を提供しています。また、保育園、保健センター、子どもはぐくみ室に配布を行い、乳幼

児保護者への周知を図っています。乳幼児家庭については、民生児童委員主催の子育てサロンの中で児童館

事業の周知もしていただくなど、関係機関も協力的です。 

② 児童館便りの内容は、児童館を知らない地域の方にも様子がわかるように、写真や子どもの声を掲載する

などの工夫も試みています。また、イベント等はポスターやチラシを作成し、より広範囲に配布するなど、

多くの方々に周知して興味を持ってもらえるような広報活動に努めています。 

③ 地区社会福祉協議会や自治会に協力をいただき、町会や施設の掲示板に児童館便りを掲示していただくこ

とで地域住民への周知を図っていますが、児童館の立地環境が通りに面しておらず、そこに児童館があるこ

とがわかりにくい状況です。児童館を周知する大きな看板の設置や掲示板等の活用が望まれます。 

 

２ サービスの実施 

 

1 遊びの環境整備を行っている 

 1. 遊ぶ際に守るべき事項（きまり）が、利用者に理解できるように決められている 〇 

2. 乳幼児から中高生までの子どもすべてが日常的に気軽に利用できる環境がある 〇 

3. 子どもが自ら遊びを作り出したり、遊びを選択したりできるようにしている 〇 

4. 幅広い年齢の児童が交流できる場が日常的に設定されている 〇 

【講評】 

児童館内の様々な場所が、子どもの居場所になるよう工夫をしています。 
 

① 子ども一人ひとりが安心して過ごすための居場所づくりの工夫をしています。児童館内の限られたス

ペースですが、日差しの入る廊下や階段の踊り場、フリーススペースなど、様々な場所を子どもが居場

所として使えるようにすることで、子どもたちの安心につながっています。また高齢者施設との間の館

庭を利用したイベントや外遊びの機会も作っています。 

② 館内のルールなどは、子どもにもわかりやすいようにひらがなを振り、見えやすい場所に掲示してい

ます。また、保護者に対しても児童館の利用案内を通して説明をしています。遊びのルールは、その時々

の子どもの様子に合わせて変更するなど、子どもの気持ちや主体性を大事にした支援を心がけています。 

③ 幅広い年齢の子どもたちの利用があり、自然な異学年交流が図られています。またグループ活動を取

り入れることで、お互いを認め合い、高学年がリーダーとして活躍する場にもなっています。 

④ 日常的に乳幼児親子の利用があり、小学生との自然な交流もみられます。乳幼児専用の遊具はわかり

やすく整理されており、保護者自身で出し入れができるようにしています。また、たくさんのマンガや

図書の充実はこの児童館の特長になっており、中学生の利用にもつながっています。 

 

 

2 子どもの発達過程に応じた支援を行っている 

 

1. 職員が、子どもの発達の一般的な特徴や発達過程について、研修などで学んでいる 〇 

2. 子ども一人ひとりの発達特性を把握し、発達の個人差を踏まえて支援を行っている 〇 

3. 子どもへの対応について、個々の事例に関する検討が職員間で行われている 〇 
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【講評】 

子どもの発達過程について学び、支援につなげています。 
 

① 京都市児童館学童連盟の研修会を積極的に受講することで、子どもの発達過程の理解に努めています。

また職員一人ひとりの経験や研修等での学びをお互いに伝え合うことで、より良い支援につなげていま

す。 

② 日々の打合わせの中で子どもの様子を伝え合うことで、子ども一人ひとりの共通理解に努め、館とし

て統一した支援につなげています。 

③ 気になる子どもの様子は、打ち合わせの記録や日誌などから職員全体で共有を図り、必要に応じてケ

ース検討を行うなど、子ども一人ひとりの状況に応じた支援を心がけています。 

 

 

3 乳幼児と保護者への対応を行っている 

 1. 乳幼児と保護者が、自由に交流できる場を提供している 〇 

2. 乳幼児と保護者の交流の促進に配慮している 〇 

3. 子どもの発達上の課題について、気軽に相談できるように配慮している 〇 

4. 乳幼児活動は、参加者のニーズに基づいたものになっている 〇 

5. 保護者が主体的に運営できるように活動を支援している 〇 

6. 児童虐待の予防に向けて、保護者の子育てへの不安や課題に対して継続的に支援し、

必要に応じて相談機関等につないでいる 
〇 

7. 乳幼児と中・高校生世代等とのふれあい体験を実施している － 

【講評】 

保護者のニーズに合わせた利用ができるような活動を取り入れています。 
 

① 登録制の年齢別乳幼児クラブ「こぐまちゃん」「しろくまちゃん」では、保育士や栄養士、支援セン

ターなど関係機関と連携したプログラムを取り入れることで、専門家の話を聞いたり、相談したりでき、

保護者の育児不安の解消に役立っています。だれでも自由に遊べる「あそびのひろば」や、「あかちゃ

んサロン」も設定しており、クラブに参加していない親子も気軽に参加できる機会を作っています。ま

た、児童館内のみならず近隣の公園に出かけて活動する「きらきらひろば」では、児童館を知らない親

子への周知につながり、来館のきっかけにもなっています。 

② 職員は積極的に保護者と関わることで、日常的に話しやすい関係づくりを心がけ、保護者同士のつな

がりの促進を図っています。保護者からの相談内容に応じて関係機関につなげています。また、地域の

民生児童委員会主催の子育てサロンを児童館内で開催することで、民生児童委員と保護者がつながるき

っかけになっています。 

③ 児童館の行事、駄菓子屋さんごっこの「よっといで！しらかわマーケット」では、乳幼児親子も参加

できることを積極的に周知することで、おやつを通して小学生との交流の機会になっています。また、

今後は近隣の高校と連絡調整を行い、高校生とのふれあい体験をする機会を検討しています。 

④ 年度末に利用者共通アンケートを行っています。保護者からは栄養士の話やリトミックなどの希望が

あります。また、アンケート結果は今後の計画の検討の際に活用することで、保護者のニーズに合った

活動を積極的に取り入れる仕組みになっています。 

 

 4 小学生への対応を行っている（核となる児童館活動） 

 1. 職員が個別・集団援助技術を念頭において、個人や集団の成長に向けて働きかけて

いる 
〇 

2. 子どもが自ら作り出したり遊びを選択できるように環境を整えている 〇 

3. 子どもが自発的・創造的に活動できるよう、対応や働きかけについて職員間で確認

しあっている 
〇 

4. 行事やクラブ活動が、日常活動とのバランスや子どもの自主性・社会性を育てるこ

とを意識して企画されている 
〇 
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【講評】 

異年齢の活動を通して、子ども同士の関わりを大事にしています。 
 

① 子ども同士の遊びの中で、自然に異年齢の関わりができるよう職員が積極的に働きかけています。集

団活動が苦手な子どもには、職員が個別に寄り添いながら支援します。縦割りのグループ活動を取り入

れることで、お互いが協力し合うことや、認め合うこと、思いやる気持ちなどを育む機会となっており、

高学年がリーダーとなって主体的な活動につながっています。 

② 放課後児童クラブ登録児童の利用が多い中、自由来館児童の日常的な来館につながるような行事の工

夫をしています。また、子どもの活動中の様子や会話から、子どもが興味や関心をもっていることにつ

いて、職員間で共有しながら活動に活かしています。しらかわマーケットでは、児童館来館児童のほか、

放課後児童クラブ登録児童、さらに乳幼児親子の参加があり、自然な交流につながっています。 

③ けん玉やコマ回しの検定を通して、年齢を問わず、それぞれに得意な子どもが名人となり、他児に教

えるなど子ども同士の関わりを大事にしています。継続して取り組むことで励まし合ったり、お互いを

高め合ったりする関係にもなっています。 

5 中学生・高校生世代への対応を行っている 

 1. 中・高校生世代も利用できるようになっている 〇 

2. 中・高校生世代の文化活動やスポーツ活動に必要なスペースや備品がある 〇 

3. 中・高校生世代が自ら企画する活動がある － 

4. 思春期の発達特性について、職員が理解するための取り組みが行われている 〇 

【講評】 

中高生世代の利用促進のため、遊具や図書の充実を図っています。 
 

① 日常的な中高生世代の利用は少ない状況ですが、児童館を利用していた児童には、日頃から地域で声

掛けをしたり、挨拶をしたりすることを通して、気軽に来館できるよう職員全体で心掛けています。ま

た６年生の継続利用を促すため、今後、中学生になってからも児童館に来館したくなる活動などについ

て、ニーズを聞く機会を作りたいと考えています。 

② 中高生世代が使用できる遊具や図書を用意しています。図書やマンガの充実により、のんびりマンガ

を読みに来る中高生世代もいることから、さらに、中高生世代に向けた活動内容や広報活動を検討する

ことで、利用促進につながることが期待できます。 

③ 思春期の発達特性については、職員各自が学びを深めながら情報共有をしています。中学生の職場体

験や中高生と赤ちゃんとの交流事業を行っていましたが、現在は取りやめとなっています。今後、再度

学校との連絡調整を行い、取り組むことを検討しています。 

 

6 子どもの権利を尊重した支援を行っている 

 1. 子どもの権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図られて

いる 
〇 

2. 子ども自身が子どもの権利を知る機会が設けられている 〇 

3. 子どもが困ったときや悩んだときに、職員に相談できるようになっている 〇 

4. 子どもの年齢や発達の程度に応じて子どもの意見や気持ちを尊重している 〇 

5. 子どもの意見が運営や活動に反映されている 〇 

【講評】 

子ども一人ひとりの主体性を尊重することを基本にして支援をしています。 
 

① 子どもたちには、子どもの権利をわかりやすい言葉「自分の気持ちを言っていい」など、例えを使っ

て伝えています。また、子どもの権利条約をピクトグラムのようにして掲示することで、子どもたちに

よりわかりやすく伝えています。京都市児童館活動指針、京都市未来こどもはぐくみプラン等の子ども

の権利擁護に関するマニュアルは全職員が常に確認できるようになっています。 

② 「しらかわアラート」は、子どもが発案した、その日の子どもの様子を「赤・青・黄」で表示する取

り組みです。このことで子ども自身がお互いを意識することにもつながっています。 

③ 日頃から子どもの年齢に応じた話し方に配慮し、子どもとの信頼関係を築くことで、一人ひとりの思

いを聞き取れるよう職員全体で心掛けています。また子どもからの相談内容は日誌に記入し、職員全体

で共有しています。内容によっては全体で話し合い、解決の方向性を検討するなど、子ども一人ひとり
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を大切にした支援につなげています。 

④ 年度末には利用者共通アンケートを実施して子どもや保護者の意見を収集し、次年度の計画に活かし

ています。高学年児童から「宿題をじっくり取り組む部屋が欲しい」との意見があり、日常、使用をし

ていなかった和室を宿題の時間に開放したところ、積極的に取り組む子どもが増えました。日常的には

新しい遊具の紹介や説明を子どもが中心になって教え合ったり、遊びのルールもその場、その時の状況

に合わせて子どもたちが話し合ったりするなど、子どもの主体的な活動がみられます。また、日々の帰

り時間の放送は子どもたちが原稿を作成し、順番を決めて行っています。 

 7 配慮を要する子ども・家庭への支援を行っている  

 1. 保護者からの相談に日常的に対応できる体制がある 〇 

2. 障害の有無に関わらず子ども同士がお互いに協力できるような活動内容や環境に配慮し

ている 
〇 

3. 保護者の不適切な養育や、児童虐待の疑いのある子どもの情報を得たときは、組織とし

て関係機関に連絡し、連携して対応を図っている 
〇 

4. 子どもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡を取ることになっ

ている 
〇 

【講評】 

保護者との信頼関係を大切にすることで、安心した支援につなげています。 
 

① 保護者との日常的なやり取りは連絡帳が主ですが、電話連絡や迎え時の会話など、直接話しをする機

会を積極的に作ることで、信頼関係の構築に努めています。個別援助記録を作成し、年２回の個人懇談

会を通じて心配事や気になることなどを聞き取り、職員全体の共通認識のもと、より良い支援につなげ

ています。 

② 小学校の校長や担任とは、必要に応じて情報交換ができる関係があります。情報交換では、小学校、

児童館での子どもの様子を相互に伝えあい、共通理解を図っています。児童館が小学校での子どもの状

態を把握して支援に活かしていることで、子どもにとって安心な居場所となると同時に、保護者の安心

にもつながっています。 

③ 配慮を要する児童については、職員全体で支援をすることを心がけています。日常活動においては、

分け隔てなく過ごすことができるよう、他児との関係性に配慮しながら支援をすることで、子どもの同

士の関係性や保護者との信頼関係を良好に保てるように努めています。 

8 地域の子どもの育成環境づくりを行っている 

 1. 住民による子育て支援活動や健全育成活動を促進している 〇 

2. 地域社会で子どもが安全に過ごせるような取り組みをしている 〇 

3. 児童館運営協議会等を設け、地域住民と共に育成環境づくりを検討する機会がある 〇 

4. 児童館を利用する子どもが地域住民と直接交流できる機会を設けている 〇 

5. 児童館の活動と学校の行事等について学校と情報交換を行っている 〇 

6. 児童館や学校での子どもの様子等について学校と情報交換を行っている 〇 

7. 児童館を出て、地域の児童遊園や公園、子どもが利用できる他の施設等で事業を実施す

ることがある 
〇 

8. 地域住民やＮＰＯ、関係機関等と連携して活動している 〇 

【講評】 

地域の子育て支援の中核施設として、ネットワークの構築を図っています。 
 

① 児童館独自の運営委員会の設置はありませんが、地域子育て支援事業の基幹ステーションとして地域

の民生児童委員・保育園・学区社協等と情報交換を適宜行っています。各団体同士のつながりをさらに

強化するためにも今後、ネットワークづくりの必要性を感じています。また基幹ステーション事業とし

て近隣４つの児童館合同で開催する公園活動など、児童館同士のネットワーク化も図っています。 

② 地域の消防署や警察と連携した防災訓練や防犯訓練、交通安全指導を行うなど、子どもの安全安心な

取り組みを地域と連携して行っています。 

③ 近隣小学校とは、学年だよりや、年間計画、時間割などをいただく他、定期的に子どもたちに関する

情報交換を行っています。いただいた予定は事務室に掲示することで、子どもの帰宅時間や子どもの様

子の把握に活用されています。 
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④ 定期的に近隣の公園に出かけ、外で遊ぶ機会を作っています。公園で活動することで、児童館を知ら

ない子どもたちへの周知にもつながっています。また小学校の校庭を借りて遊ぶことで、児童館に来館

していない子どもとの交流にもなっています。 

 9   子どもを含めたボランティアの育成と活動支援を行っている 

 1. 子どもの活動にお手伝いやボランティア活動を取り入れ、健全育成活動の一環として実

施している 
〇 

2. 乳幼児の保護者の主体的な活動を支援しつつ、ボランティアとして育成している － 
3. 地域住民を受け入れ、ボランティアとして育成している 〇 

【講評】 

児童館活動や運営に地域住民が積極的に関わっています。 
 

① 定期的に児童館周辺の清掃を子どもたちと行っており、近隣にお住まいの方々への児童館活動の周知

とともに、子どもたちとの顔が見えるつながりにもなっています。日常的にも、遊びや諸活動はもちろ

ん、館内の掲示物の作成なども子どもの「やりたい」の声を取り入れて積極的な関りを進め、子どもの

主体性につなげています。 

② 民生児童委員からの紹介で、地域の方が「将棋クラブ」にボランティアで関わっています。また、地

域住民から遊具の寄付をいただくなど、子どもの育成に関わる日常的な協力があります。児童館施設の

簡単な修繕なども近隣工務店の方がしてくれています。地域の方々が積極的に児童館活動に関わってい

ます。 

③ 乳幼児親子の自主的な活動はまだありませんが、今後、より主体的な関りが持ってもらえるよう、乳

幼児クラスの中で保護者の声を聞く機会をつくることを検討しています。 

 

 

３  放課後児童クラブの運営【放課後児童クラブ併設の場合のみ該当】 

 1 放課後児童クラブを児童館の持つ機能を生かして運営している 

 

1. 放課後児童クラブは市町村の基準条例（最低基準）に基づいて行われている 〇 

2. 放課後児童クラブに在籍する子どもと児童館に来館する子どもとが直接交流できる

よう活動を工夫している 
〇 

3. 放課後児童クラブに在籍する子どもと地域の子どもや住民とが直接交流できる機会

を設けている 
〇 

2  サービスの開始にあたり保護者に説明し、同意を得ている 

 

1. 放課後児童クラブ利用の開始にあたり、基本的ルール、重要事項等を保護者の状況に

応じて説明している 
〇 

2. 放課後児童クラブの内容について、保護者の同意を得るようにしている 〇 

3. 放課後児童クラブに関する説明の際に、保護者の意向を確認し、記録化している 〇 

4. 放課後児童クラブの利用が困難な場合には、理由を説明したうえで、他の相談先紹介

など支援の必要に応じた対応をしている 
〇 

3 サービスの開始及び終了の際に、環境変化に対応できるよう支援を行っている 

 1. 放課後児童クラブ利用開始時に、子どもの支援に必要な個別事情や要望を決められ

た書式に記録し、把握している 
〇 

2. 放課後児童クラブ利用開始直後には、子どもの不安やストレスが軽減されるように

支援を行っている 
〇 

3. 放課後児童クラブ利用の終了時には、子どもや保護者の不安を軽減し、支援の継続

性に配慮した支援を行っている 
〇 
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【講評】 

放課後児童クラブの利用にあたっては、丁寧な説明を心がけ保護者の安心につなげ

ています。 
 

① 放課後児童クラブの運営は京都市の条例や京都市児童館活動指針に基づいて行われ、希望する家庭の児童

はすべて受け入れています。日常的には放課後児童クラブ登録児童の利用が多く、児童館来館児童は少ない

ですが、児童館のクラブ活動や、イベント等の来館時は自然な交流が図られています。 

② 入会前には説明会を開催し、「学童クラブ入会のご案内」に基づいて説明して、保護者や子どもの不安の

解消に努めています。放課後児童クラブの運営方針や目的などを伝えるとともに、質問にも丁寧な対応を心

がけています。個人カードを作成し、配慮が必要な事柄などを記入してもらうことで、入会後の安心な支援

につなげています。 

③ 入会後、しばらくは保護者のお迎えをお願いすることで、子どもの様子を直接伝えるようにしています。

また、連絡帳を通じても適宜子どもの様子を伝え、気になることは電話等で直接話し、安心した利用につな

げています。３月の保護者懇談会では、放課後児童クラブ利用終了後の児童館利用について説明しています。

児童館は 18 歳まで利用が可能であること、放課後児童クラブの利用が終了しても、児童館は継続して利用

ができること、いつでも来館できることを伝え、子どもや保護者の安心につなげています。  

 

 

４ 特に配慮を要する子ども・家庭の個別状況に応じた対応と記録 

 1 特に配慮を要する子ども・家庭の情報収集、分析を行い、課題を理解した上で対応を図っている 

 

1. 配慮を要する子どもや保護者の心身状況や生活状況、ニーズ等を把握し記録してい

る 
〇 

2. 配慮を要する子ども・家庭の支援について、関係機関と情報を共有し連携して対応

している 
〇 

3. 配慮を要する子ども・家庭の支援に向けて、職員の勉強会・研修会を実施し理解を深

めている 
〇 

4. 配慮を要する子ども・家庭の記録は、担当する職員すべてが共有し、活用している 〇 

【講評】 

個別記録を作成し、職員全体の共通認識のもとで支援に努めています。 
 

① 特に配慮を要する児童については、「児童の状況報告書」を作成し、保護者からの聞き取り内容や学校か

ら得た情報を記録しています。また、日々の子どもの様子は、毎日の日誌に記入することで、職員全体の共

通認識を図っています。介助者のみならず職員全体で支援することを心がけ、関わり方や必要な配慮など、

気になることは全体で話し合うことで統一した支援を行っています。 

② 京都市児童館学童連盟主催の研修等に積極的に参加し、資質の向上に努めています。受講後は、研修報告

を行い、職員間の知識の共有を図っています。また、必要な際はすぐに館内ミーティングを行い、職員全体

の共通理解を図って支援しています。 

③ 小学校との情報交換は、館の担当者及び管理職による連絡会を通じて行い、その内容を職員全体に周知し

ています。家庭や児童の状況、学校や児童館での様子を伝えあい、相互の連携を図って統一した対応に努め

ています。 

 

 

５ プライバシーの保護等個人の尊厳、権利の尊重 

 1  子どものプライバシー保護を徹底している 

 

1. 子どもに関する情報（事項）を外部とやりとりする必要が生じた場合には、保護者の同

意を得るようにしている 

〇 

2. 子どもの羞恥心に配慮した支援を行っている 〇 

2  サービスの実施にあたり、子どもの権利を守り、子どもの意思を尊重している 

 1. 日常活動の中で子ども一人ひとりを尊重している 〇 

2. 子どもと保護者の価値観や生活習慣に配慮した支援を行っている 〇 
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3. 子どもの気持ちを傷つけるような職員の言動、放任、虐待、無視等が行われることのな

いよう、職員が相互に日常の言動を振り返り、組織的に予防・再発防止対策を徹底している 
〇 

【講評】 

子どもの権利やプライバシーの保護を徹底しています。 
 

① 個人情報の取り扱いについては、事前に保護者の同意の署名をいただいていますが、具体的に使用する場

面が生じる際は、その都度確認して承認してもらう仕組みです。子どもの支援をする上で必要となる情報は、

全職員が共有できるようにしていますが、守秘義務については徹底しています。また、様々な場面で子ども

の心情や尊厳に配慮した対応を職員全体で心がけています。 

② 子どもの話を聞くときは、一人ひとりの人権を尊重した姿勢を心がけ、否定的な言葉がけや傷つけるよう

な態度がないようにしています。また、各家庭の価値観や生活習慣の理解に努め、共通認識のもと支援をす

るよう配慮しています。 

③ 法人作成の倫理マニュアルに沿って、職員一人ひとりが行動面で誤った対応をしていないかなどをチェッ

クできるようにしています。日ごろから子どもへの対応について話をする機会を持ち、職員が常に相互に確

認し合っています。 

 

 

６ 事業所業務の標準化 

 1 手引書等を整備し、事業所業務の標準化を図るための取り組みをしている 

 

1. 手引書(基準書、手順書、マニュアル)等で、事業所が提供している児童館活動の標

準的な実施方法を明確にして活動を提供している 
〇 

2. 職員は、わからないことが起きた際や業務点検の手段として、日常的に手引書等を活

用している 
〇 

3. 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している 〇 

2 サービスの向上をめざして、事業所の標準的な業務水準を見直す取り組みをしている 

 1. 提供しているサービスの基本事項や手順等は改変の時期や見直しの基準が定められ

ている 
〇 

2. 提供しているサービスの基本事項や手順等の見直しにあたり、職員や保護者等から

の意見や提案、子どもの様子を反映するようにしている 
〇 

3. 職員一人ひとりが工夫・改善したサービス事例などをもとに、基本事項や手順等の

改善に取り組んでいる 
〇 

3 さまざまな取り組みにより、業務の一定水準を確保している 

 1. 打ち合わせや会議等の機会を通じて、サービスの基本事項や手順等が職員全体に行

き渡るようにしている 
〇 

2. 職員が一定レベルの知識や技術を学べるような機会を提供している 〇 

3. 職員一人ひとりのサービス提供の方法について、指導者が助言・指導している 〇 

4. 職員は、わからないことが起きた際に、指導者や先輩等に相談し、助言を受けている 〇 

【講評】 

京都市児童館活動指針や法人のマニュアルに基づいて業務の標準化を図っていま

す。 
 

① 児童館の業務は「京都市児童館活動指針」「児童館ガイドライン」「法人倫理マニュアル」に基づいて行

っています。これらに定期的な見直しや改正などが生じた場合は、都度説明会や研修を受講することで、最

新の情報を得て業務の標準化を図っています。日常業務や日々のルーティンワークは、職員それぞれが不便

や不都合を感じたらすぐに話し合って見直しを行うなど、常に業務改善の意識を持っています。 

② 法人の利用者共通アンケートにより、子どもや保護者からの意見を取り入れています。アンケート結果は

職員間で共有して話し合うことで、次年度の児童館活動へ反映させています。また、その結果は法人へも報

告し、児童館内でも掲示をすることで利用者へのフィードバックを行っています。 

③ 人事考課制度や OJTの導入により、職員の育成に努めています。館長は職員のヒアリングから職員の悩み
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や課題を確認し、指導助言を行うことで各自の資質向上につなげています。職員間のコミュニケーションを

大事にしながら、お互いが意見を出し合える関係性に努めています。 

また職員は研修を積極的に受講しています。研修受講後は館内で伝達研修を行い、知識の共有を図っていま

す。 

 

Ⅶ．情報の保護・共有 

１ 情報の保護・共有に取り組んでいる 

 1 事業所が蓄積している経営に関する情報の保護・共有に取り組んでいる 

 
1. 情報の重要性や機密性を踏まえ、アクセス権限を設定している 〇 

2. 収集した情報は、必要な人が必要なときに活用できるように整理・保管している 〇 

2 個人情報は、「個人情報保護法」の趣旨を踏まえて保護・共有している 

 

1. 事業所で扱っている個人情報の利用目的を明示している 〇 

2. 個人情報の保護について職員（実習生やボランティアを含む）が理解し行動できる

ための取り組みを行っている 
〇 

【講評】 

情報の保管・管理は端末にアクセス権を設定するなど徹底して行っています 
 
① 個人情報が表示されている書類は、鍵のかかる場所に保管し、必要なときは適時、職員が確認をすること

になっています。また、日誌類の記録はデータ化が行われ、子どもの情報をより系統的に記録し、職員も情

報の検索が容易になっています。データは厳重に保管管理が図られています。 

② 個人情報の取り扱いについては、保護者に説明を行い、理解を深めています。また同意書を求めるなど、

書面でも確認した上で保管して、その取り扱いを徹底しています。 

③ 実習生やボランティアには、活動に入る前に個人情報の取扱いや秘密保持について職員から説明して個人

情報保護の徹底と子どもの人権の尊重を図るようにしています。 
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総評 

 

■特に良い点 

ポイント1 子どもの居心地のいい居場所づくりのための工夫が見られます。 

 

児童館内の限られたスペースを乳幼児親子から中高生までの利用者それぞれが、安心して過ごせ

るような居場所づくりの工夫をしています。 

館内の日差しが入る階段下の踊り場には、小さな本棚とテーブルを置きフリースペースを作って

います。児童館の特徴でもある、たくさんの漫画や本をのんびり読むことができる場所となってお

り、子どもたちの人気の場所となっています。また廊下に作られた壁際のテーブルは、中学生が漫

画を読んだり、子どもたちの宿題や保護者との会話ができる場所として有効に活用されています。 

児童館と高齢施設の間にある屋外スペースは、必要に応じて活用することができます。水遊びを

行うなど、館内だけではなく様々な場所を子どもたちの活動や居場所になるように工夫に努めてい

ます。 

ポイント2 地域とのつながりを活かして、子どもの育成に取り組んでいます。 

 

児童館の運営委員会等の設置はありませんが、地域の方々が様々な面で児童館活動や子どもの育

成に協力しています。例えば、主任児童委員を通じて乳幼児家庭に便りを配付していただき、児童

館のクラブ活動である「将棋クラブ」には、民生児童委員からの紹介で地域の方が子どもたちに将

棋を教えたりしています。日常的に児童館へ足を運んでいただく地域の方も多く、子どもの遊具な

どの寄付や館内の掲示物の作成など、児童館の活動や地域の子どもたちの健全育成活動に協力的で

す。児童館内の簡単な修繕は、近隣の工務店の方が行ってくれるなど、子どもに直接関わる活動だ

けではなく、環境整備にも地域の方が協力しています。 

近隣小学校とは定期的な情報交換や、必要に応じた懇談、校庭を借りた外遊びの機会などを通し

て子どもの育成を共に育む関係にあります。 

また、隣接する高齢者施設と日常的な交流があったり、消防署や警察と連携して避難訓練や安全

指導を実施するなど地域の資源を活かして子どもの育成に取り組んでいます。 

ポイント3 子どもの権利をわかりやすく伝えています。 

 

児童館が子どもたちにとって安心な居場所になるために、職員は子ども一人ひとりの権利を大切

にし、子どもたち自身がお互いに権利があるという意識を育むことができるよう、子どもの権利を

わかりやすく伝える工夫をしています。 

「児童の権利に関する条約」をオリンピックで馴染みになった「ピクトグラム」を使ったイラス

トにして掲示することで、子どもの興味関心につなげています。 

日常の関わりの中でも「自分の気持ちが言える事」自分の意見を「言っていい」ということを伝

えながら、子どもたち自身の権利について理解と浸透を図り、児童館活動でも積極的に子どもの意

見を取り入れることで、子どもたち自身が意見を述べる意義を伝えています。 
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■改善が望まれる点 

ポイント1 自由来館者の利用促進への工夫が望まれます。 

 

放課後児童クラブの利用を希望する家庭の子どもはすべて受け入れているため、児童館利用者の

ほとんどが放課後児童クラブ登録児童です。児童館の機能として、放課後児童クラブを利用してい

ない地域の子どもの居場所や環境についても視野を広げ取り組むことが望まれます。児童館便りの

配付も近隣小学校へ全校配付していますが、クラブ活動などの登録が必要な活動も多く、気軽な来

館を促す工夫が望まれます。児童館は「いつでも」「誰でも」「自由に過ごせる」場所であることや

日常的にできる遊びなどを便りに掲載することで、新たな来館者につながることが期待されます。

また、中高生世代向けの活動内容の検討や周知の工夫が望まれます。中高生世代を対象にした取り

組みなどは児童館便りとは別にすることや、白川児童館の特徴である漫画や図書の充実を周知する

ことで、新たな来館が見込まれると思われます。 

ポイント2 児童館の周知拡大の工夫を期待します。 

 

児童館の立地場所が通りに面した高齢者施設の奥にあり、児童館の存在自体がわかりにくい環境

です。通り沿いの入り口にポールを立て児童館の看板を設置していますが、新たな来館者や初めて

児童館を利用する子どもや保護者にとってはわかりにくいように見受けられました。子どもなら誰

もが利用できる児童館として、周囲からもわかるような表示の設置が望まれます。 

また児童館活動のお知らせも、掲示板の設置がされていないため、隣接する柵に掲示するなどの

工夫をされていました。掲示板も児童館の看板などと同様に設置されれば、道行く地域の方々への

より一層の児童館の周知と理解につながり、児童館活動への参加・協力や来館者の増加につながる

ことが考えられます。 

 


